
ビジョンの実現に向けての今後の取組みについて
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〇標記検討委員会の最終報告書では、中間報告の議論を踏まえ、本県が目指す、２０年後の障がい福祉の将来像（ビジョン）をより明確にし、その実
現に向けて、バックキャスティングの考え方により、行政、事業者、県民（当事者を含む）が、今後、どのような取組みを行うべきかを明示する。

① 津久井やまゆり園事件を契
機に、地域共生社会の実現
を図っていくべきではないか

② 障がい福祉において、家
族目線・支援者目線ではなく、
当事者目線の考えを徹底す
るべきではないか（意思決定
支援など）

③ 強度行動障がい、高齢障
がい者、医療的ケア児など困
難性の高い課題に対し、県と
して果敢に取り組むべきでは
ないか

④ 障がい者は地域社会を構
成する一員であり、本人が希
望する場所で、尊厳をもって、
その人らしく暮らすことが当
たり前であるべきではないか

⑤ 障がい者故の価値の創造
や、ＳＤＧ´ｓの「誰一人取り残
さない」持続可能な多様性と
包摂性のある社会の実現を
目指すという理念を生かすべ
きではないか

【議論の視点（参考）】
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重度の障がいでも地域生活が可能な
支援体制がある

いきいきと過ごすことのできる日中
活動の場と、快適な住まいがある

いつでも生活上の困難を相談できる
機関、場所がある

障がい故の能力が発揮でき、いのち
輝く、豊かな暮らしを営むことができる

多様性と包摂性のある社会が実現し、
その人らしい生活を送ることができる

住み慣れた場所で、差別を受けること
なく、安心して生活できる

医療や教育などの関連領域との連携
により、生活課題が解消される

支援者と対等な関係で、良き暮らし、
良き社会を目指して協働できる

【将来像（ビジョン）の要素】

本人の意思決定が尊重され、権利
擁護の仕組みが機能している

地域の担い手として活躍でき、能力
を生かした就労の機会がある

【今後の取組み】

✓ 地域共生社会の実現

・ ともに生きる社会かながわ憲章の啓発普及

・ 重層的支援体制整備事業の推進

・ 地域包括ケアシステムの対象拡大 等

✓当事者目線の徹底と権利擁護

・ 意思決定支援の充実強化（全県展開）

・ 当事者活動（ピアサポートなど）の充実

・ 県立施設における支援の検証の継続 等

✓ 新しい考え方、理念の積極的な取入れ

・ 文化芸術活動の推進

・ 社会企業の振興

・ 社会福祉連携推進法人の設立奨励 等

✓ 地域の福祉資源の充実

・ 地域生活支援拠点の整備の推進

・ 医療、教育、雇用、住宅、農業等との連携

・ 福祉人材の確保、育成 等

✓ 障がい福祉施策の充実強化

・ 強度行動障害総合支援事業（仮）の受託

・ 医療的ケア児支援法の着実な施行

・ 県立施設での地域生活移行の推進 等

参考資料２（第５回資料再掲）



〇 報告書（案）について（取りまとめ）

〇 報告書（たたき台）について

① 地域共生社会の実現

・ 住み慣れた場所で、差別を受けることなく、安心して生活できるようにするにはどうすべきか

・ いつでも生活上の困難を相談できる機関、場所を整備するにはどうすべきか 等

② 新しい考え方、理念の積極的な取入れ

・ 障がい故の能力が発揮でき、いのち輝く、豊かな暮らしを営めるようにするにはどうすべきか

・ 多様性と包摂性のある社会を実現し、その人らしい生活が送れるようにするにはどうすべきか 等

① 当事者目線の徹底と権利擁護

・ 本人の意思決定が尊重され、権利擁護の仕組が機能するようにするにはどうすべきか

・ 支援者と対等な関係で、良き暮らし、良き社会を目指して協働するにはどうすべきか 等

② 地域の福祉資源の充実

・ 地域の担い手として活躍でき、能力を生かした就労の機会を作るにはどうすべきか

・ 医療などの関連領域との連携により、生活課題が解決できるようにするためにはどうすべきか 等

① 障がい福祉施策の充実強化

・ 重度の障がいでも地域生活が可能な支援体制を構築するにはどうすべきか

・ いきいきと過ごすことのできる日中活動の場と、快適な住まいを作るにはどうすべきか 等

② 障害者支援施設（県立施設含む）の２０年後の姿、「普遍的な仕組み」の基本的な考え方
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将来展望検討委員会最終報告書の取りまとめに向けての今後の議論の進め方（案）

◎ 第６回委員会 １１月中に開催予定

◎ 第７回委員会 １２月中に開催予定

◎ 第８回委員会 １月上旬に開催できないか

◎ 第９回委員会 ２月上旬に開催できないか

◎ 第１０回委員会 ３月中に開催できないか

必要に応じ、各回でゲスト
スピーカーを招き、事例報告等
を行ってもらう

〇将来像（ビジョン）からバックキャストした今後の取組みについて、各回でテーマを絞って集中的に議論を行い、報告書を取りまとめる。


